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令

和

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

に

は

、

現

在

は

�

歳

以

上

と

な

っ

て

い

る

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

の

対

象

年

齢

を

拡

充

し

、

通

常

の

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

の

つ

み

た

て

投

資

枠

の

中

に

０

～

�

歳

で

も

利

用

が

で

き

る

「

こ

ど

も

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

」

を

創

設

す

る

こ

と

が

盛

り

込

ま

れ

た

。

年

間

投

資

枠

は

�

歳

以

上

の

人

の

投

資

枠

１

２

０

万

円

の

半

分

に

当

た

る

�

万

円

と

し

、

非

課

税

保

有

限

度

額

も

６

０

０

万

円

と

す

る

。

成

長

投

資

枠

に

相

当

す

る

部

分

は

設

け

な

い

。

９

年

か

ら

の

開

始

を

予

定

す

る

。

　

令

和

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

に

は

、

一

定

の

暗

号

資

産

取

引

か

ら

生

じ

る

所

得

へ

の

分

離

課

税

の

導

入

等

が

盛

り

込

ま

れ

た

（

１

月

�

日

号

２

面

参

照

）

。

あ

わ

せ

て

、

①

暗

号

資

産

の

譲

渡

を

有

価

証

券

に

類

す

る

も

の

（

現

行

は

支

払

手

段

に

類

す

る

も

の

）

の

譲

渡

と

し

て

引

き

続

き

消

費

税

を

非

課

税

と

す

る

、

②

消

費

税

の

課

税

売

上

割

合

の

計

算

上

、

暗

号

資

産

の

譲

渡

に

つ

い

て

は

、

そ

の

譲

渡

に

係

る

対

価

の

額

の

５

％

相

当

額

を

資

産

の

譲

渡

等

の

対

価

の

額

に

算

入

す

る

、

③

暗

号

資

産

の

貸

付

け

に

つ

い

て

消

費

税

を

非

課

税

と

す

る

ほ

か

、

所

要

の

措

置

を

講

ず

る

こ

と

と

さ

れ

た

。

　

暗

号

資

産

等

に

関

す

る

税

務

上

の

取

扱

い

に

つ

い

て

（

Ｆ

Ａ

Ｑ

）

の

「

６

―

１

暗

号

資

産

を

譲

渡

し

た

場

合

の

消

費

税

」

の

答

に

よ

る

と

、

現

行

で

は

消

費

税

法

上

、

支

払

手

段

お

よ

び

こ

れ

に

類

す

る

も

の

の

譲

渡

は

非

課

税

と

さ

れ

て

お

り

、

国

内

の

暗

号

資

産

交

換

業

者

を

通

じ

た

暗

号

資

産

の

譲

渡

は

、

こ

の

支

払

手

段

等

の

譲

渡

に

該

当

し

、

消

費

税

は

非

課

税

と

な

る

。

ま

た

、

消

費

税

の

確

定

申

告

を

一

般

課

税

に

よ

り

行

う

場

合

に

は

、

仕

入

控

除

税

額

を

計

算

す

る

際

、

当

課

税

期

間

の

課

税

売

上

高

、

免

税

売

上

高

お

よ

び

非

課

税

売

上

高

を

基

に

課

税

売

上

割

合

を

算

出

す

る

こ

と

に

な

る

が

、

支

払

手

段

等

に

該

当

す

る

当

該

暗

号

資

産

の

譲

渡

に

つ

い

て

は

、

課

税

売

上

割

合

の

算

出

に

当

た

っ

て

、

非

課

税

売

上

高

に

含

め

て

計

算

す

る

必

要

は

な

い

と

し

て

い

る

。

　

こ

れ

ら

に

つ

い

て

、

８

年

度

大

綱

で

は

、

暗

号

資

産

の

譲

渡

に

つ

い

て

①

に

よ

っ

て

、

引

き

続

き

消

費

税

を

非

課

税

と

は

す

る

も

の

の

、

有

価

証

券

に

類

す

る

も

の

の

譲

渡

へ

と

変

更

す

る

こ

と

と

し

た

。

そ

の

上

で

、

②

で

示

す

と

お

り

、

課

税

売

上

割

合

の

算

出

に

当

た

り

、

暗

号

資

産

の

譲

渡

は

、

そ

の

譲

渡

に

係

る

対

価

の

額

の

５

％

相

当

額

を

資

産

の

譲

渡

等

の

対

価

の

額

に

算

入

す

る

こ

と

と

す

る

。

　

ま

た

、

Ｆ

Ａ

Ｑ

「

６

―

２

暗

号

資

産

の

貸

付

け

に

お

け

る

利

用

料

」

の

答

で

は

、

暗

号

資

産

交

換

業

者

が

定

め

る

利

用

規

約

に

、

契

約

期

間

が

満

了

し

た

後

、

貸

し

付

け

た

暗

号

資

産

と

同

種

お

よ

び

同

等

の

暗

号

資

産

が

暗

号

資

産

交

換

業

者

か

ら

返

還

さ

れ

る

と

と

も

に

、

利

用

料

が

支

払

わ

れ

る

こ

と

が

規

定

さ

れ

て

い

る

場

合

は

、

こ

の

取

引

は

事

業

者

が

対

価

を

得

て

行

う

「

資

産

の

貸

付

け

」

に

該

当

す

る

旨

が

示

さ

れ

て

い

る

。

そ

し

て

、

こ

う

し

た

取

引

は

、

支

払

手

段

お

よ

び

こ

れ

に

類

す

る

も

の

（

暗

号

資

産

）

の

譲

渡

、

利

子

を

対

価

と

す

る

金

銭

の

貸

付

け

お

よ

び

有

価

証

券

の

貸

付

け

の

ほ

か

、

消

費

税

法

別

表

第

二

に

掲

げ

る

非

課

税

取

引

の

い

ず

れ

に

も

該

当

し

な

い

の

で

、

利

用

料

を

対

価

と

す

る

暗

号

資

産

の

貸

付

け

は

消

費

税

の

課

税

対

象

に

な

る

と

し

て

い

る

。

こ

れ

が

、

③

に

よ

っ

て

、

消

費

税

を

非

課

税

と

す

る

。

　

こ

れ

ら

改

正

は

分

離

課

税

の

導

入

等

と

同

じ

く

、

今

後

の

国

会

に

提

出

予

定

の

金

融

商

品

取

引

法

の

改

正

案

の

施

行

日

の

属

す

る

年

の

翌

年

の

１

月

１

日

以

後

の

暗

号

資

産

の

譲

渡

等

か

ら

適

用

さ

れ

る

予

定

だ

。

　

こ

ど

も

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

の

内

容

は

図

の

と

お

り

。

　

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

は

５

年

度

税

制

改

正

で

制

度

が

大

幅

に

見

直

さ

れ

、

６

年

か

ら

制

度

が

恒

久

化

さ

れ

る

と

と

も

に

、

�

歳

以

上

で

あ

れ

ば

、

長

期

の

積

立

・

分

散

投

資

に

適

し

た

一

定

の

投

資

信

託

に

投

資

す

る

つ

み

た

て

投

資

枠

（

年

間

投

資

枠

は

１

２

０

万

円

）

と

上

場

株

式

や

投

資

信

託

等

に

投

資

す

る

成

長

投

資

枠

（

同

２

４

０

万

円

）

が

併

用

で

き

る

形

と

し

、

非

課

税

保

有

限

度

額

は

１

８

０

０

万

円

（

う

ち

成

長

投

資

枠

が

１

２

０

０

万

円

）

に

定

め

ら

れ

た

。

一

方

、

�

歳

未

満

に

つ

い

て

は

、

か

つ

て

設

け

ら

れ

て

い

た

ジ

ュ

ニ

ア

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

（

制

度

の

創

設

当

初

は

�

歳

未

満

向

け

の

制

度

だ

っ

た

が

、

成

年

年

齢

の

引

下

げ

に

よ

り

令

和

元

年

度

改

正

で

通

常

の

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

の

年

齢

要

件

が

�

歳

以

上

に

引

き

上

げ

ら

れ

る

一

方

、

ジ

ュ

ニ

ア

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

の

年

齢

要

件

が

�

歳

未

満

に

引

き

下

げ

ら

れ

た

）

が

利

用

実

績

の

乏

し

さ

な

ど

か

ら

、

５

年

末

で

制

度

が

終

了

し

た

こ

と

で

、

６

年

以

降

は

利

用

が

で

き

な

く

な

っ

て

い

た

。

　

こ

う

し

た

状

況

の

中

で

、

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

で

は

、

次

世

代

の

資

産

形

成

を

支

援

す

る

観

点

か

ら

、

金

融

経

済

教

育

を

さ

ら

に

充

実

す

る

こ

と

と

あ

わ

せ

て

、

新

た

に

こ

ど

も

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

を

創

設

す

る

こ

と

と

し

た

。

　

ジ

ュ

ニ

ア

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

の

利

用

が

拡

大

し

な

か

っ

た

反

省

も

踏

ま

え

て

、

ジ

ュ

ニ

ア

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

で

不

評

だ

っ

た

�

歳

ま

で

の

払

出

し

制

限

は

緩

和

さ

れ

、

こ

ど

も

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

は

子

の

年

齢

が

�

歳

以

降

な

ら

、

使

途

が

子

の

た

め

で

あ

り

、

子

本

人

の

同

意

を

得

れ

ば

、

親

権

者

等

に

よ

る

払

出

し

を

可

能

に

す

る

。

こ

れ

に

よ

り

、

例

え

ば

中

学

校

か

ら

高

校

の

間

の

学

費

や

塾

代

な

ど

に

も

払

い

出

し

た

資

金

を

充

て

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

。

子

の

年

齢

が

�

歳

に

達

し

た

場

合

、

年

間

投

資

枠

等

は

�

歳

以

上

の

制

度

に

自

動

的

に

移

行

す

る

。

　

な

お

、

平

成

�

年

度

税

制

改

正

で

創

設

さ

れ

、

こ

れ

ま

で

続

い

て

い

た

教

育

資

金

の

一

括

贈

与

に

係

る

贈

与

税

の

非

課

税

措

置

は

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

の

拡

充

等

の

ほ

か

、

こ

れ

ま

で

の

利

用

実

態

や

格

差

固

定

化

の

懸

念

、

教

育

費

の

無

償

化

や

負

担

軽

減

の

進

展

も

踏

ま

え

て

、

８

年

３

月

末

の

適

用

期

限

を

も

っ

て

終

了

す

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
８ １ �

第３６８３号
（昭和�年�月�日第３種郵便物認可）�税のしるべ　　２０２６年



　

国

税

当

局

内

は

、

隠

語

が

使

わ

れ

る

こ

と

が

多

い

。

８

日

か

ら

ス

タ

ー

ト

し

た

テ

レ

ビ

朝

日

系

ド

ラ

マ

『

お

コ

メ

の

女

―

国

税

局

資

料

調

査

課

・

雑

国

室

―

』

は

、

〝

料

〟

の

米

偏

を

取

っ

て

「

コ

メ

」

の

隠

語

で

呼

ば

れ

る

資

料

調

査

課

が

舞

台

だ

★

「

リ

ョ

ウ

チ

ョ

ウ

」

と

も

い

わ

れ

る

資

料

調

査

課

は

、

一

般

的

に

は

あ

ま

り

知

ら

れ

て

い

な

い

部

署

だ

が

、

マ

ル

サ

と

並

ぶ

精

鋭

部

隊

で

実

査

官

が

調

査

を

担

当

す

る

。

実

査

官

た

ち

は

、

任

意

調

査

を

基

軸

と

し

つ

つ

圧

倒

的

な

情

報

収

集

力

と

資

料

分

析

力

で

、

大

口

、

複

雑

悪

質

な

事

案

を

扱

う

★

昭

和

�

年

公

開

の

映

画

『

マ

ル

サ

の

女

』

の

大

ヒ

ッ

ト

に

よ

り

、

隠

語

だ

っ

た

「

マ

ル

サ

」

が

「

新

語

・

流

行

語

大

賞

」

の

金

賞

を

受

賞

。

国

税

局

査

察

部

の

国

民

的

知

名

度

が

一

気

に

上

が

り

、

国

税

職

員

の

志

望

者

が

増

加

し

た

と

い

う

。

今

回

の

ド

ラ

マ

で

も

「

コ

メ

」

が

広

く

認

知

さ

れ

、

実

査

官

を

目

指

す

若

者

が

増

え

る

こ

と

だ

ろ

う

。

（

Ａ

）

　

令

和

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

に

、

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

延

長

と

見

直

し

が

盛

り

込

ま

れ

た

。

７

年

末

と

な

っ

て

い

る

適

用

期

限

を

５

年

間

延

長

し

、

既

存

住

宅

の

利

活

用

を

促

進

す

る

措

置

や

省

エ

ネ

性

能

に

応

じ

た

拡

充

と

縮

減

を

行

う

。

主

な

改

正

点

は

、

①

既

存

住

宅

に

お

い

て

借

入

限

度

額

と

控

除

期

間

の

拡

充

、

上

乗

せ

措

置

の

適

用

、

②

省

エ

ネ

基

準

適

合

住

宅

に

お

け

る

縮

減

、

③

床

面

積

要

件

の

拡

充

、

④

立

地

要

件

の

新

設

。

既

存

住

宅

で

は

、

借

入

限

度

額

な

ど

が

拡

充

さ

れ

る

が

、

省

エ

ネ

性

能

の

高

い

既

存

住

宅

が

対

象

と

な

る

。

ま

た

、

�

年

度

以

降

に

新

築

さ

れ

る

住

宅

の

省

エ

ネ

性

能

の

最

低

基

準

が

、

省

エ

ネ

基

準

か

ら

Ｚ

Ｅ

Ｈ

水

準

に

引

き

上

げ

ら

れ

る

予

定

と

な

っ

て

お

り

、

税

制

で

は

そ

れ

に

先

行

し

て

、

８

年

入

居

分

か

ら

省

エ

ネ

基

準

適

合

住

宅

に

つ

い

て

、

借

入

限

度

額

の

引

き

下

げ

な

ど

が

行

わ

れ

る

。

　

国

税

庁

は

９

日

、

公

益

信

託

に

財

産

を

拠

出

し

た

場

合

に

お

け

る

譲

渡

所

得

税

等

の

非

課

税

の

特

例

の

あ

ら

ま

し

を

公

表

し

た

。

新

た

な

公

益

信

託

制

度

の

創

設

に

伴

い

、

公

益

法

人

等

に

財

産

を

寄

附

し

た

場

合

に

お

け

る

譲

渡

所

得

等

の

非

課

税

の

特

例

が

見

直

さ

れ

、

令

和

８

年

４

月

か

ら

そ

の

対

象

と

な

る

公

益

法

人

等

の

範

囲

に

公

益

信

託

の

受

託

者

が

追

加

さ

れ

る

。

あ

ら

ま

し

で

は

、

①

制

度

の

概

要

、

②

公

益

法

人

等

の

範

囲

、

③

一

般

特

例

と

承

認

特

例

に

つ

い

て

、

④

非

課

税

承

認

を

受

け

る

た

め

の

手

続

、

⑤

一

般

特

例

の

承

認

要

件

、

⑥

承

認

特

例

の

承

認

要

件

、

⑦

非

課

税

承

認

が

取

り

消

さ

れ

る

場

合

に

つ

い

て

そ

れ

ぞ

れ

説

明

し

て

い

る

。

　

こ

の

う

ち

、

③

で

は

、

一

般

特

例

は

公

益

法

人

等

に

財

産

を

寄

附

し

た

場

合

に

、

そ

の

寄

附

が

公

益

の

増

進

に

著

し

く

寄

与

す

る

こ

と

な

ど

の

要

件

を

満

た

す

も

の

と

し

て

非

課

税

承

認

を

受

け

た

と

き

に

、

そ

の

寄

附

に

対

す

る

所

得

税

を

非

課

税

と

す

る

一

方

、

承

認

特

例

は

承

認

特

例

対

象

法

人

等

に

財

産

を

寄

附

し

た

場

合

に

、

寄

附

を

し

た

人

が

寄

附

を

受

け

た

公

益

信

託

の

受

託

者

の

親

族

等

に

該

当

し

な

い

こ

と

な

ど

の

要

件

を

満

た

す

も

の

と

し

て

非

課

税

承

認

を

受

け

た

と

き

に

、

そ

の

寄

附

へ

の

所

得

税

を

非

課

税

と

す

る

制

度

だ

と

説

明

。

　

な

お

、

同

庁

は

公

益

信

託

の

受

託

者

に

対

す

る

寄

附

に

係

る

承

認

申

請

書

の

記

載

方

法

や

必

要

な

添

付

書

類

等

に

つ

い

て

は

、

今

後

、

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

公

表

す

る

と

し

て

い

る

。

　

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

見

直

し

の

概

要

は

図

の

と

お

り

。

住

宅

の

省

エ

ネ

性

能

は

上

か

ら

、

Ｚ

Ｅ

Ｈ

水

準

省

エ

ネ

住

宅

、

省

エ

ネ

基

準

適

合

住

宅

、

そ

の

他

の

住

宅

と

な

る

。

借

入

限

度

額

が

最

高

額

と

な

る

認

定

長

期

優

良

住

宅

及

び

認

定

低

炭

素

住

宅

の

省

エ

ネ

性

能

は

と

も

に

Ｚ

Ｅ

Ｈ

水

準

。

そ

の

他

の

住

宅

は

省

エ

ネ

基

準

を

満

た

さ

な

い

住

宅

と

な

る

。

な

お

、

７

年

４

月

か

ら

全

て

の

新

築

住

宅

に

省

エ

ネ

基

準

適

合

が

義

務

付

け

ら

れ

て

い

る

。

　

①

既

存

住

宅

に

つ

い

て

は

、

認

定

長

期

優

良

住

宅

等

と

Ｚ

Ｅ

Ｈ

水

準

省

エ

ネ

住

宅

に

係

る

借

入

限

度

額

を

引

き

上

げ

る

。

省

エ

ネ

基

準

適

合

以

上

の

既

存

住

宅

に

つ

い

て

は

、

控

除

期

間

を

�

年

間

に

拡

充

し

、

子

育

て

世

帯

等

（

�

歳

未

満

の

子

を

有

す

る

世

帯

ま

た

は

夫

婦

の

い

ず

れ

か

が

�

歳

未

満

の

世

帯

）

へ

の

上

乗

せ

措

置

の

適

用

対

象

と

す

る

。

そ

の

他

の

住

宅

に

つ

い

て

借

入

限

度

額

等

の

見

直

し

は

な

い

。

　

②

�

年

度

以

降

、

新

築

等

が

認

め

ら

れ

な

く

な

る

予

定

の

省

エ

ネ

基

準

適

合

住

宅

は

、

８

年

入

居

分

か

ら

新

築

住

宅

、

既

存

住

宅

と

も

に

借

入

限

度

額

を

引

き

下

げ

、

新

築

住

宅

に

つ

い

て

は

、

�

年

以

降

の

入

居

分

か

ら

原

則

、

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

適

用

対

象

外

と

す

る

。

　

省

エ

ネ

基

準

適

合

住

宅

は

、

新

築

等

が

認

め

ら

れ

な

く

な

る

時

期

よ

り

も

２

年

程

度

早

く

、

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

が

適

用

対

象

外

と

な

る

の

で

注

意

し

た

い

。

国

土

交

通

省

の

資

料

に

よ

る

と

、

５

年

度

に

お

け

る

新

築

住

宅

の

Ｚ

Ｅ

Ｈ

水

準

適

合

率

は

�

・

１

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

な

お

、

買

取

再

販

住

宅

に

つ

い

て

は

、

�

年

以

降

に

省

エ

ネ

基

準

に

満

た

な

い

買

取

再

販

住

宅

に

入

居

す

る

場

合

で

も

、

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

適

用

は

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

　

③

床

面

積

要

件

に

つ

い

て

、

�

平

方

㍍

に

緩

和

さ

れ

て

い

る

特

例

の

適

用

範

囲

を

既

存

住

宅

に

も

拡

充

す

る

。

な

お

、

床

面

積

要

件

の

特

例

と

子

育

て

世

帯

等

へ

の

借

入

限

度

額

の

上

乗

せ

措

置

は

選

択

適

用

と

な

る

。

　

④

安

全

・

安

心

な

住

ま

い

の

実

現

の

観

点

か

ら

、

立

地

要

件

が

新

設

さ

れ

る

。

�

年

以

降

の

入

居

か

ら

、

土

砂

災

害

な

ど

の

災

害

レ

ッ

ド

ゾ

ー

ン

で

の

新

築

は

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

適

用

対

象

外

と

す

る

。

災

害

レ

ッ

ド

ゾ

ー

ン

で

も

建

替

え

や

既

存

住

宅

、

リ

フ

ォ

ー

ム

は

適

用

対

象

と

な

る

。

な

お

、

与

党

大

綱

で

は

今

後

、

災

害

イ

エ

ロ

ー

ゾ

ー

ン

も

含

め

た

立

地

要

件

の

あ

り

方

を

検

討

す

る

と

し

て

い

る

。

　

そ

の

ほ

か

に

は

、

気

候

風

土

適

応

住

宅

を

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

対

象

に

追

加

す

る

と

し

て

い

る

が

、

借

入

限

度

額

等

は

示

さ

れ

て

い

な

い

。

（２）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



租税特別措置の見直し

研究開発税制

縮減＋拡充（控除率

カーブの見直し等）

中小企業投資促進税制

縮減（取得価額要件

の引上げ）

国家戦略特別区域において

機械等を取得した場合の特別

償却又は法人税額の特別控除

縮減（償却率・控除

率の見直し、対象事

業の見直し）

国際戦略総合特別区域にお

いて機械等を取得した場合

の特別償却又は税額控除

縮減（対象事業の見

直し）

地域経済牽引事業の促進区

域内における投資促進税制

縮減（適用要件の見

直し）

地方拠点強化税制（オフィ

ス減税）

縮減＋拡充（適用要

件の見直し等）

中小企業経営強化税制

縮減（取得価額要件

の引上げ）

賃上げ促進税制

縮減（大企業向け措

置の廃止等）

生産工程効率化等設備を取

得した場合等の特別償却又

は税額控除

縮減＋拡充（適用要

件の見直し等）

特定船舶の特別償却

縮減（対象資産の見

直し）

特定事業継続力強化設備等

の特別償却

縮減（取得価額要件

の引上げ）

特定都市再生建築物の割増

償却

縮減（適用要件の見

直し）

国家戦略特別区域における

指定法人の課税の特例

縮減（対象事業の見

直し）

土地重課（適用停止）

縮減＋拡充（適用除

外措置の追加等）

特定の資産の買換えの場合

等の課税の特例

縮減（一部地域に係

る措置の廃止等）

オープンイノベーション促

進税制

縮減＋拡充（取得価

額要件の見直し等）

中小企業者等の少額減価償却資

産の取得価額の損金算入の特例

縮減＋拡充（対象法

人の見直し等）

投資法人に係る課税の特例

縮減（対象資産の見

直し）

地方拠点強化税制（雇用促

進税制）

廃止

倉庫用建物等の割増償却 廃止

特定投資運用業者の役員に

対する業績連動給与の損金

算入の特例

廃止

　

自

民

党

と

日

本

維

新

の

会

の

連

立

合

意

に

伴

い

租

税

特

別

措

置

・

補

助

金

見

直

し

担

当

室

が

設

置

さ

れ

、

ま

た

、

い

わ

ゆ

る

ガ

ソ

リ

ン

税

の

暫

定

税

率

の

廃

止

な

ど

に

よ

り

、

令

和

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

に

は

複

数

の

租

税

特

別

措

置

等

の

廃

止

や

縮

減

が

盛

り

込

ま

れ

た

。

同

担

当

室

が

公

表

し

た

８

年

度

税

制

改

正

に

お

け

る

見

直

し

の

結

果

概

要

に

よ

る

と

、

租

税

特

別

措

置

の

廃

止

が

３

項

目

、

縮

減

を

伴

う

見

直

し

が

�

項

目

と

な

っ

て

い

る

（

表

参

照

）

。

与

党

大

綱

で

は

、

租

税

特

別

措

置

等

に

つ

い

て

、

適

用

状

況

等

に

よ

っ

て

は

期

限

前

に

見

直

し

を

行

う

こ

と

や

、

創

設

や

拡

充

で

は

一

層

厳

格

な

検

討

が

求

め

ら

れ

る

と

し

た

。

　

内

閣

府

は

�

月

�

日

、

「

公

益

信

託

認

可

等

に

関

す

る

運

用

に

つ

い

て

（

公

益

信

託

認

可

等

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

）

」

の

素

案

に

関

す

る

意

見

募

集

（

パ

ブ

リ

ッ

ク

コ

メ

ン

ト

）

の

結

果

を

公

表

し

た

。

パ

ブ

コ

メ

に

は

�

件

の

意

見

が

寄

せ

ら

れ

、

パ

ブ

コ

メ

を

受

け

て

素

案

は

一

部

修

正

が

図

ら

れ

て

い

る

。

　

公

益

信

託

は

、

公

益

法

人

の

よ

う

に

機

関

を

設

け

る

こ

と

な

く

、

信

託

財

産

お

よ

び

受

託

者

の

組

織

・

能

力

を

活

用

し

て

委

託

者

の

意

思

を

反

映

し

た

公

益

活

動

を

行

う

制

度

。

公

益

信

託

の

設

定

な

ど

に

つ

い

て

定

め

た

公

益

信

託

法

の

改

正

法

が

令

和

６

年

５

月

に

成

立

し

、

８

年

４

月

１

日

に

施

行

の

予

定

と

な

っ

て

い

る

。

改

正

で

は

、

①

主

務

官

庁

制

の

廃

止

と

行

政

庁

（

内

閣

総

理

大

臣

ま

た

は

都

道

府

県

知

事

）

に

よ

る

認

可

・

監

督

制

を

創

設

す

る

、

②

公

益

法

人

と

同

様

に

、

認

可

の

基

準

・

ガ

バ

ナ

ン

ス

等

を

法

定

す

る

―

―

こ

と

が

柱

。

あ

わ

せ

て

、

６

年

度

お

よ

び

７

年

度

税

制

改

正

で

税

制

も

見

直

さ

れ

て

お

り

、

新

た

な

公

益

信

託

制

度

の

下

で

認

可

さ

れ

た

す

べ

て

の

公

益

信

託

が

公

益

法

人

並

み

の

税

制

優

遇

を

受

け

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

。

　

パ

ブ

コ

メ

で

は

、

税

制

に

関

す

る

意

見

も

い

く

つ

か

寄

せ

ら

れ

て

お

り

、

こ

の

う

ち

の

一

つ

に

、

内

閣

府

公

表

の

「

公

益

信

託

制

度

の

概

要

」

に

よ

れ

ば

、

有

価

証

券

や

不

動

産

等

も

信

託

財

産

と

す

る

こ

と

が

可

能

で

、

「

公

益

信

託

認

可

と

税

制

優

遇

が

連

動

す

る

」

と

あ

り

、

「

個

人

が

現

物

を

寄

附

し

た

際

の

み

な

し

譲

渡

所

得

税

に

つ

い

て

国

税

庁

長

官

の

承

認

を

受

け

た

と

き

は

非

課

税

に

な

り

ま

す

」

と

記

載

が

あ

る

。

有

価

証

券

等

の

配

当

・

利

回

り

を

運

転

資

金

の

財

源

と

す

る

小

規

模

美

術

館

を

開

設

す

る

目

的

の

公

益

信

託

（

公

益

信

託

法

２

条

別

表

二

号

）

を

作

ろ

う

と

す

る

場

合

を

考

え

た

と

き

、

公

益

信

託

に

財

産

を

拠

出

し

た

場

合

、

公

益

信

託

の

受

託

者

（

個

人

に

限

る

）

に

対

す

る

贈

与

と

な

り

、

委

託

者

に

み

な

し

譲

渡

課

税

が

適

用

さ

れ

る

が

、

同

時

に

、

譲

渡

所

得

の

非

課

税

措

置

（

租

税

特

別

措

置

法

�

条

）

の

適

用

対

象

と

な

る

。

公

益

法

人

等

に

金

銭

以

外

の

財

産

を

寄

附

し

た

場

合

に

お

け

る

譲

渡

所

得

等

の

非

課

税

措

置

の

「

一

般

特

例

」

に

つ

い

て

、

公

益

信

託

も

そ

の

対

象

に

追

加

さ

れ

た

。

し

か

し

、

措

置

法

�

条

承

認

要

件

に

は

「

社

会

的

規

模

要

件

」

が

あ

る

等

、

い

く

つ

も

の

審

査

項

目

が

あ

り

、

承

認

さ

れ

る

ま

で

数

年

を

要

す

る

。

承

認

さ

れ

な

か

っ

た

場

合

に

は

譲

渡

所

得

課

税

が

発

生

す

る

。

公

益

信

託

は

軽

量

級

の

公

益

法

人

と

し

て

の

機

能

を

持

っ

て

い

る

か

ら

こ

そ

、

社

会

的

規

模

を

満

た

さ

な

い

と

承

認

が

受

け

ら

れ

な

い

ケ

ー

ス

が

多

発

す

る

と

考

え

ら

れ

る

。

「

公

益

信

託

認

可

と

税

制

優

遇

が

連

動

す

る

」

は

本

当

な

の

か

。

ミ

ス

リ

ー

ド

で

は

な

い

か

と

い

う

旨

の

指

摘

が

あ

っ

た

。

　

こ

れ

に

対

し

、

内

閣

府

は

、

「

公

益

信

託

認

可

と

税

制

優

遇

が

連

動

す

る

」

と

の

記

述

に

関

し

て

は

、

税

制

優

遇

を

受

け

る

に

は

、

公

益

信

託

の

設

立

許

可

の

ほ

か

、

主

務

大

臣

の

証

明

・

認

定

を

受

け

る

必

要

が

あ

る

現

行

制

度

と

の

違

い

を

強

調

す

る

た

め

に

広

報

資

料

等

で

用

い

た

表

現

で

あ

り

、

指

摘

の

よ

う

に

誤

解

を

招

く

可

能

性

も

排

除

で

き

な

い

こ

と

か

ら

、

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

に

当

該

記

述

は

し

て

い

な

い

と

回

答

。

　

ま

た

、

措

置

法

�

条

（

承

認

特

例

）

の

公

益

信

託

へ

の

適

用

に

係

る

手

続

等

に

関

し

て

は

、

別

途

申

請

の

手

引

等

の

作

成

を

検

討

し

て

い

る

と

し

た

。

　

８

年

度

大

綱

で

廃

止

等

と

さ

れ

た

主

な

措

置

と

し

て

、

賃

上

げ

促

進

税

制

で

は

、

大

企

業

向

け

措

置

は

適

用

期

限

を

待

た

ず

に

７

年

度

末

で

廃

止

、

中

堅

企

業

向

け

措

置

は

適

用

期

限

の

８

年

度

末

で

廃

止

す

る

と

し

た

。

中

小

企

業

向

け

措

置

は

８

年

度

末

の

適

用

期

限

到

来

時

に

適

用

状

況

等

を

踏

ま

え

、

必

要

な

見

直

し

を

検

討

す

る

と

し

た

。

ま

た

、

教

育

訓

練

費

に

係

る

上

乗

せ

措

置

が

廃

止

と

な

っ

て

い

る

。

　

地

方

拠

点

強

化

税

制

で

は

、

地

方

活

力

向

上

地

域

等

に

お

い

て

雇

用

者

の

数

が

増

加

し

た

場

合

の

税

額

控

除

制

度

（

雇

用

促

進

税

制

）

を

適

用

期

限

の

７

年

度

末

で

廃

止

す

る

。

　

教

育

資

金

一

括

贈

与

に

係

る

贈

与

税

非

課

税

措

置

は

、

適

用

期

限

の

７

年

度

末

で

終

了

と

な

る

。

そ

れ

ま

で

に

拠

出

さ

れ

た

金

銭

等

は

、

引

き

続

き

同

措

置

を

適

用

で

き

る

。

　

な

お

、

金

融

機

関

に

お

け

る

新

規

契

約

等

の

申

込

期

限

は

、

適

用

期

限

よ

り

早

い

場

合

が

あ

る

。

例

え

ば

、

三

井

住

友

信

託

銀

行

で

は

、

同

措

置

の

終

了

に

伴

い

、

教

育

資

金

贈

与

信

託

の

新

規

・

追

加

信

託

の

申

込

数

の

増

加

が

予

想

さ

れ

る

こ

と

か

ら

、

契

約

を

確

実

に

成

立

さ

せ

る

た

め

、

申

込

期

限

が

２

月

�

日

ま

で

と

な

っ

て

い

る

。

　

与

党

大

綱

で

は

例

年

、

租

税

特

別

措

置

に

つ

い

て

、

期

限

が

到

来

す

る

も

の

を

中

心

に

、

廃

止

を

含

め

た

ゼ

ロ

ベ

ー

ス

で

見

直

す

と

し

て

い

る

が

、

８

年

度

の

与

党

大

綱

で

は

、

ゼ

ロ

ベ

ー

ス

で

見

直

す

こ

と

を

基

本

と

し

つ

つ

、

適

用

状

況

等

に

よ

っ

て

は

期

限

前

で

あ

っ

て

も

、

必

要

に

応

じ

見

直

し

を

行

う

こ

と

が

重

要

で

あ

る

と

し

た

。

　

租

税

特

別

措

置

等

の

創

設

や

拡

充

を

行

う

場

合

に

は

、

適

用

実

績

が

僅

少

で

な

い

か

、

長

期

に

わ

た

り

固

定

化

し

て

い

な

い

か

と

い

っ

た

観

点

か

ら

一

層

厳

格

な

検

討

が

求

め

ら

れ

る

と

し

た

。

　

所

管

省

庁

に

お

い

て

は

、

９

年

度

税

制

改

正

に

向

け

て

、

租

税

特

別

措

置

等

の

要

望

段

階

か

ら

、

デ

ー

タ

に

基

づ

い

た

説

明

責

任

を

果

た

す

こ

と

が

求

め

ら

れ

る

と

し

た

。

　

ま

た

、

租

税

特

別

措

置

の

適

用

企

業

名

の

公

表

に

つ

い

て

、

具

体

化

に

向

け

た

検

討

を

行

い

、

９

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

結

論

を

得

る

と

し

た

。

　

な

お

、

同

担

当

室

で

は

、

租

税

特

別

措

置

な

ど

に

関

す

る

提

案

・

意

見

の

募

集

を

開

始

し

て

い

る

（

１

月

�

日

号

１

面

参

照

）

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



リファンド方式説明会の日時等

開催日時 場所

１月�日 �：�～�：�

沖縄総合

事務局　

　　�日 �：�～�：�

北海道

運輸局

　　�日 �：�～�：� 四国運輸局

２月２日 �：�～�：�

国土交通省

（観光庁）

　　４日 �：�～�：� 中国運輸局

　　６日 �：�～�：� 東北運輸局

　　�日 �：�～�：� 近畿運輸局

　　�日 �：�～�：�

北陸信越

運輸局　

　　�日 �：�～�：� 九州運輸局

　　�日 �：�～�：� 中部運輸局

　

観

光

庁

は

、

全

国

の

運

輸

局

な

ど

で

「

外

国

人

向

け

消

費

税

免

税

制

度

リ

フ

ァ

ン

ド

方

式

へ

の

移

行

に

向

け

た

説

明

会

」

を

開

催

す

る

。

令

和

７

年

度

税

制

改

正

で

、

「

リ

フ

ァ

ン

ド

方

式

」

移

行

に

伴

う

消

費

税

免

税

制

度

が

改

正

さ

れ

、

免

税

店

内

で

の

免

税

販

売

手

続

（

オ

ペ

レ

ー

シ

ョ

ン

）

に

変

更

が

生

じ

、

対

応

準

備

が

必

要

と

な

る

。

同

庁

は

、

今

年

�

月

１

日

ス

タ

ー

ト

の

リ

フ

ァ

ン

ド

方

式

の

実

施

ま

で

１

年

を

切

っ

た

こ

と

か

ら

、

制

度

改

正

後

に

円

滑

な

運

営

を

行

え

る

よ

う

、

制

度

お

よ

び

実

務

対

応

に

つ

い

て

説

明

会

を

実

施

す

る

。

　

対

象

者

は

、

免

税

事

業

者

、

商

工

会

議

所

、

関

連

事

業

者

で

、

会

場

と

オ

ン

ラ

イ

ン

の

ハ

イ

ブ

リ

ッ

ド

で

行

う

（

後

日

ア

ー

カ

イ

ブ

動

画

を

共

有

）

。

　

申

込

方

法

は

、

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

掲

載

の

説

明

会

参

加

申

込

み

フ

ォ

ー

ム

に

必

要

事

項

を

入

力

し

送

信

す

る

。

申

込

締

切

は

、

各

回

実

施

日

の

�

日

前

。

会

場

で

の

参

加

希

望

が

多

数

と

な

っ

た

場

合

は

、

オ

ン

ラ

イ

ン

で

の

参

加

と

な

り

、

抽

選

結

果

は

、

実

施

１

週

間

前

ま

で

に

抽

選

結

果

に

関

わ

ら

ず

登

録

の

メ

ー

ル

ア

ド

レ

ス

に

送

信

さ

れ

る

。

　

各

回

の

開

催

場

所

・

日

時

は

表

の

と

お

り

。

　

公

益

財

団

法

人

全

国

法

人

会

総

連

合

（

斎

藤

保

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

会

員

企

業

を

対

象

に

、

令

和

７

年

�

月

期

の

業

況

や

人

手

不

足

対

応

な

ど

に

関

す

る

調

査

を

行

っ

た

。

調

査

に

は

法

人

会

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

シ

ス

テ

ム

（

登

録

数

１

万

５

２

８

５

人

）

を

活

用

、

１

７

６

２

人

（

�

・

５

％

）

の

中

小

企

業

経

営

者

ら

か

ら

回

答

を

得

た

。

今

回

の

調

査

で

は

「

業

況

が

良

い

」

と

の

回

答

が

前

回

（

７

年

６

月

）

比

で

２

・

２

％

増

加

し

て

�

・

９

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

業

況

に

つ

い

て

の

詳

細

分

析

で

は

、

従

業

員

規

模

が

大

き

く

な

る

に

つ

れ

て

「

良

い

」

と

の

回

答

が

増

え

る

傾

向

に

あ

る

が

、

業

種

別

で

み

る

と

建

設

業

�

・

８

％

（

前

回

比

７

・

３

％

増

）

、

宿

泊

業

・

飲

食

サ

ー

ビ

ス

業

�

・

６

％

（

同

２

・

６

％

増

）

、

運

輸

業

�

・

４

％

（

同

２

・

％

減

）

と

な

っ

て

い

る

。

　

雇

用

状

況

に

関

す

る

質

問

で

は

、

過

半

数

の

企

業

が

「

人

手

不

足

」

と

回

答

し

て

い

る

が

、

従

業

員

規

模

が

大

き

く

な

る

ほ

ど

人

手

不

足

感

が

強

い

傾

向

に

あ

る

。

詳

細

分

析

に

よ

る

と

、

建

設

業

と

運

輸

業

で

は

、

そ

れ

ぞ

れ

�

・

０

％

（

同

４

・

１

％

増

）

、

�

・

８

％

（

同

１

・

９

％

増

）

と

前

回

調

査

時

よ

り

悪

化

し

て

お

り

、

若

干

改

善

し

た

宿

泊

業

・

飲

食

サ

ー

ビ

ス

業

で

も

�

・

４

％

（

同

２

・

６

％

減

）

と

、

依

然

と

し

て

３

業

種

で

の

人

手

不

足

が

深

刻

な

状

況

で

あ

る

一

方

で

、

不

動

産

業

・

物

品

賃

貸

業

で

は

�

・

６

％

が

「

適

正

」

と

回

答

し

て

い

る

。

　

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

の

利

用

状

況

な

ど

を

調

査

し

た

と

こ

ろ

、

利

用

者

の

９

割

以

上

が

保

険

証

と

し

て

活

用

し

、

さ

ら

に

は

コ

ン

ビ

ニ

で

の

証

明

書

等

取

得

や

身

分

証

明

書

と

し

て

の

活

用

も

広

が

っ

て

い

る

こ

と

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

そ

の

一

方

で

、

「

情

報

漏

洩

・

盗

難

・

紛

失

の

リ

ス

ク

や

不

安

」

「

メ

リ

ッ

ト

を

実

感

で

き

な

い

」

な

ど

を

理

由

に

４

人

に

１

人

が

「

利

用

し

て

い

な

い

」

「

持

っ

て

い

な

い

」

と

回

答

し

て

い

る

。

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

取

得

・

利

用

し

な

い

理

由

に

つ

い

て

聞

い

た

と

こ

ろ

、

「

情

報

漏

洩

の

リ

ス

ク

や

不

安

」

が

�

・

５

％

、

「

メ

リ

ッ

ト

を

実

感

で

き

な

い

」

が

�

・

９

％

あ

っ

た

。

　

今

回

の

調

査

結

果

に

、

一

橋

大

学

大

学

院

経

営

管

理

研

究

科

の

安

田

行

宏

教

授

は

「

労

働

人

口

の

減

少

が

進

む

中

、

マ

イ

ナ

カ

ー

ド

の

活

用

は

単

な

る

行

政

コ

ス

ト

削

減

策

と

し

て

だ

け

で

な

く

、

円

滑

な

行

政

サ

ー

ビ

ス

を

維

持

す

る

た

め

に

も

着

実

に

デ

ジ

タ

ル

化

を

進

め

て

い

く

必

要

が

あ

る

」

と

話

し

て

い

る

。

　

訂

正

　

１

月

５

日

号

８

面

「

税

の

こ

よ

み

」

の

１

月

「

消

費

税

及

び

地

方

消

費

税

」

で

、

個

人

事

業

者

の

確

定

申

告

と

納

税

が

２

月

２

日

ま

で

と

あ

り

ま

す

が

、

３

月

�

日

ま

で

の

誤

り

で

す

。

お

詫

び

し

て

訂

正

し

ま

す

。

　

中

小

企

業

庁

は

６

日

、

令

和

７

年

度

補

正

予

算

お

よ

び

８

年

度

当

初

予

算

案

を

踏

ま

え

た

中

小

企

業

・

小

規

模

事

業

者

関

係

予

算

等

の

ポ

イ

ン

ト

を

公

表

し

た

。

�

月

�

日

に

閣

議

決

定

し

た

８

年

度

当

初

予

算

案

と

�

月

�

日

に

成

立

し

た

７

年

度

補

正

予

算

を

あ

わ

せ

た

中

小

企

業

等

関

係

予

算

は

９

２

５

３

億

円

で

、

７

年

度

当

初

予

算

と

６

年

度

補

正

予

算

を

あ

わ

せ

た

同

予

算

額

と

の

比

較

で

は

�

％

増

、

金

額

に

し

て

３

１

３

９

億

円

増

加

し

て

い

る

。

当

初

予

算

は

�

億

円

増

に

と

ど

ま

る

が

、

補

正

予

算

で

３

１

０

０

億

円

超

の

増

加

と

な

る

。

　

こ

の

う

ち

、

８

年

度

当

初

予

算

案

の

中

小

企

業

等

関

係

予

算

を

詳

し

く

み

て

い

く

と

、

財

務

上

の

問

題

を

抱

え

る

中

小

企

業

等

に

対

し

て

の

収

益

力

改

善

・

事

業

再

生

や

後

継

者

不

在

の

中

小

企

業

等

に

対

す

る

事

業

承

継

・

事

業

引

継

ぎ

を

支

援

す

る

中

小

企

業

活

性

化

・

事

業

承

継

総

合

支

援

事

業

に

１

３

９

億

円

、

米

国

関

税

の

影

響

を

受

け

る

事

業

者

へ

の

措

置

を

含

む

、

日

本

政

策

金

融

公

庫

か

ら

の

融

資

に

お

け

る

金

利

を

引

下

げ

る

た

め

の

利

子

補

給

に

１

６

９

億

円

、

経

営

改

善

や

事

業

再

生

に

取

り

組

む

中

小

企

業

へ

の

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

強

化

等

の

信

用

保

証

制

度

等

を

通

じ

た

資

金

繰

り

支

援

等

を

実

施

す

る

中

小

企

業

信

用

補

完

制

度

関

連

補

助

事

業

に

�

億

円

、

後

継

者

同

士

の

切

磋

琢

磨

で

き

る

場

を

創

出

し

て

既

存

の

経

営

資

源

を

活

か

し

た

新

規

事

業

ア

イ

デ

ア

を

競

う

イ

ベ

ン

ト

を

開

催

す

る

後

継

者

支

援

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

事

業

に

３

億

５

０

０

０

万

円

を

そ

れ

ぞ

れ

措

置

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

大

学

・

公

設

試

等

の

研

究

機

関

等

と

連

携

し

て

行

う

研

究

開

発

等

に

係

る

取

組

み

の

支

援

や

「

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

・

プ

ロ

デ

ュ

ー

サ

ー

」

を

通

じ

た

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

の

創

出

を

支

援

す

る

成

長

型

中

小

企

業

等

研

究

開

発

支

援

事

業

（

Ｇ

о

―

Ｔ

ｅ

ｃ

ｈ

事

業

）

に

１

２

２

億

円

を

投

じ

る

予

定

だ

。

　

文

化

庁

は

�

日

、

食

文

化

分

野

に

お

け

る

新

た

な

「

食

の

至

宝

」

顕

彰

制

度

の

創

設

を

公

表

し

た

。

今

年

が

初

回

の

顕

彰

と

な

り

、

�

月

頃

に

行

う

。

　

顕

彰

の

対

象

は

、

現

役

の

食

文

化

分

野

に

お

い

て

優

れ

た

功

績

を

あ

げ

た

個

人

。

日

本

酒

や

焼

酎

の

杜

氏

や

ワ

イ

ン

の

醸

造

家

を

は

じ

め

、

日

本

料

理

だ

け

で

な

く

フ

ラ

ン

ス

、

イ

タ

リ

ア

、

中

華

な

ど

あ

ら

ゆ

る

ジ

ャ

ン

ル

の

料

理

人

、

料

理

の

専

門

知

識

や

高

い

接

客

技

術

を

持

つ

ソ

ム

リ

エ

、

バ

リ

ス

タ

、

ギ

ャ

ル

ソ

ン

、

女

将

、

仲

居

な

ど

多

様

な

分

野

に

わ

た

る

。

　

日

本

酒

、

日

本

の

食

文

化

を

め

ぐ

っ

て

は

、

ユ

ネ

ス

コ

無

形

文

化

遺

産

に

「

伝

統

的

酒

造

り

」

や

「

和

食

」

が

登

録

さ

れ

る

な

ど

海

外

の

評

価

が

高

ま

っ

て

い

る

一

方

、

過

疎

化

や

少

子

高

齢

化

に

よ

る

担

い

手

不

足

に

よ

り

継

承

が

危

ぶ

ま

れ

る

状

況

に

あ

る

。

食

文

化

に

携

わ

る

技

術

者

が

、

日

本

の

食

文

化

の

中

心

的

存

在

と

し

て

位

置

づ

け

ら

れ

注

目

さ

れ

る

こ

と

で

、

食

文

化

に

関

わ

る

業

界

全

体

の

活

性

化

や

後

継

者

の

育

成

・

確

保

を

後

押

し

し

、

業

界

の

持

続

的

な

発

展

に

つ

な

げ

る

こ

と

が

目

的

だ

。

　

選

考

基

準

は

、

「

芸

術

的

意

義

」

「

文

化

的

意

義

」

「

社

会

的

意

義

」

の

３

つ

で

、

す

べ

て

の

基

準

を

満

た

す

必

要

が

あ

る

。

同

庁

長

官

が

委

嘱

し

た

学

識

経

験

者

、

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ス

ト

等

で

構

成

す

る

選

考

委

員

会

の

選

考

結

果

を

踏

ま

え

、

文

部

科

学

相

が

受

賞

者

を

決

定

す

る

。

顕

彰

は

年

１

回

実

施

し

、

受

賞

者

数

は

権

威

性

を

高

め

希

少

性

を

持

た

せ

る

た

め

若

干

名

と

す

る

。

し

か

し

、

初

回

は

、

幅

広

い

食

文

化

の

担

い

手

に

同

顕

彰

制

度

の

認

知

を

喚

起

す

る

た

め

若

干

名

を

超

え

る

数

と

す

る

。

　

受

賞

者

を

「

食

の

至

宝

」

と

称

し

、

賞

状

と

メ

ダ

ル

・

バ

ッ

ジ

の

副

賞

が

授

与

さ

れ

る

。

　

同

庁

は

昨

年

、

重

要

無

形

文

化

財

の

対

象

を

拡

大

し

、

杜

氏

や

料

理

人

な

ど

食

文

化

に

携

わ

る

人

も

重

要

無

形

文

化

財

の

保

持

者

（

人

間

国

宝

）

に

認

定

で

き

る

こ

と

と

な

っ

た

。

こ

れ

に

よ

り

、

同

顕

彰

制

度

を

、

人

間

国

宝

の

認

定

の

判

断

材

料

と

し

、

食

文

化

の

分

野

か

ら

も

人

間

国

宝

を

輩

出

し

て

い

き

た

い

考

え

だ

。

（４）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　家事関連費については、業務の遂行上必要な部分を必要経費

に算入することができますが（所令�）、それをどのように区分

したらよいのでしょう。例えば、１階が店舗で２階が住居である

ような店舗兼住宅の場合、１階部分の床面積に建物全体の総床

面積を除して事業割合を算出します（東京高判平�．８．３０）。具

体的には、１階部分が１２０㎡、２階部分が�㎡の店舗兼住宅の場

合、総床面積は２００㎡ですから、これを１階部分の床面積に除す

ると、１階部分の割合は建物全体の�％と算出されます。したが

って、事業割合は�％ということになりますから、これを固定資

産税や賃借料に乗じて必要経費に算入する金額を計算します。

　水道光熱費や携帯電話などの利用料は、その事業開始前の利

用料等と事業開始後の利用料等を比較し、その増加割合を基に

事業割合を算出します。例えば、毎月の利用料等の増加割合を

算出して、それを決算期末に加重平均して算出するなどです。

事業用兼家事用の資産については、１日当たりの稼働時間を基

に事業割合を算出する方法もあります。例えば、１日当たりの

稼働時間を�時間で除し、それに年間の稼働日数を３６５日で除

した割合を乗ずる方法です。具体的には、１日８時間、年間２４０

日稼働する場合、（８ｈ／�ｈ）×（２４０日／３６５日）≒０．２と

なりますから、事業割合は�％となります。この割合を、例え

ば兼用パソコンの購入代金に乗じて必要経費に算入する金額を

計算します。事業用兼家事用の車両に係る費用（自動車税や減

価償却費など）については、運行簿等に記録された内容を基に

事業割合を算出し、それをかかる費用に乗じて必要経費に算入

する金額を計算する方法がより合理的といえるでしょう。

　

前

回

ま

で

５

回

に

わ

た

っ

て

、

税

理

士

制

度

の

種

々

の

問

題

を

論

じ

て

き

た

が

、

そ

の

根

底

に

あ

る

の

は

、

税

理

士

自

身

に

リ

ー

ガ

ル

・

マ

イ

ン

ド

の

不

足

が

あ

る

よ

う

に

考

え

ら

れ

る

。

そ

れ

は

、

筆

者

自

身

、

�

年

前

に

税

理

士

登

録

を

し

、

�

名

ほ

ど

の

税

理

士

法

人

の

代

表

社

員

を

経

験

し

て

き

た

と

こ

ろ

か

ら

実

感

で

き

る

こ

と

で

あ

る

。

そ

し

て

、

リ

ー

ガ

ル

・

マ

イ

ン

ド

の

養

成

に

つ

い

て

は

、

税

理

士

試

験

制

度

に

深

く

関

わ

っ

て

い

る

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

　

こ

の

点

に

つ

き

、

弁

護

士

で

あ

れ

、

公

認

会

計

士

で

あ

れ

士

業

の

国

家

試

験

に

つ

い

て

は

、

そ

の

受

験

生

に

と

っ

て

は

最

も

集

中

し

て

勉

強

で

き

る

と

き

で

あ

る

。

そ

し

て

、

集

中

し

て

勉

強

し

た

成

果

が

、

合

格

後

の

職

務

遂

行

の

土

台

に

な

る

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

と

こ

ろ

が

、

税

理

士

試

験

に

つ

い

て

は

、

果

た

し

て

そ

う

で

あ

ろ

う

か

。

　

こ

の

問

題

に

つ

い

て

は

、

す

で

に

、

「

傍

流

の

正

論

」

（

令

和

５

年

）

の

中

で

、

自

身

の

受

験

体

験

を

踏

ま

え

て

論

じ

た

と

こ

ろ

で

あ

る

が

、

こ

こ

で

は

、

税

理

士

制

度

論

の

ま

と

め

と

し

て

論

じ

る

こ

と

と

す

る

。

前

述

の

リ

ー

ガ

ル

・

マ

イ

ン

ド

に

関

し

て

は

、

一

つ

は

多

く

の

税

理

士

が

手

続

法

に

疎

い

こ

と

で

あ

る

。

筆

者

は

三

つ

の

大

学

院

の

「

税

理

士

補

佐

人

講

座

」

で

「

租

税

手

続

・

争

訟

法

」

を

講

義

し

て

き

た

が

、

多

く

の

研

修

生

が

国

税

通

則

法

を

読

ん

だ

こ

と

が

な

い

と

い

う

こ

と

で

、

苦

笑

し

た

こ

と

が

あ

る

。

　

こ

の

点

に

関

し

、

税

理

士

法

１

条

に

、

「

申

告

納

税

制

度

の

理

念

」

と

あ

る

が

、

申

告

納

税

方

式

を

定

義

し

て

い

る

の

は

、

国

税

通

則

法

�

条

で

あ

る

。

そ

し

て

、

そ

の

申

告

納

税

方

式

は

、

税

額

の

確

定

手

続

の

一

つ

と

し

て

、

納

税

者

の

申

告

と

税

務

署

長

の

調

査

・

処

分

が

セ

ッ

ト

と

し

て

定

め

ら

れ

て

い

る

。

　

元

々

、

税

法

の

解

釈

・

適

用

に

つ

い

て

は

、

納

税

者

と

税

務

署

長

と

で

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

立

場

に

違

い

が

あ

る

か

ら

、

必

然

的

に

対

立

す

る

こ

と

が

あ

る

。

そ

の

た

め

に

、

税

務

調

査

が

あ

り

、

更

正

決

定

が

あ

り

、

各

種

加

算

税

の

賦

課

決

定

が

あ

り

、

そ

れ

ら

に

不

服

が

あ

れ

ば

不

服

申

立

制

度

や

訴

訟

制

度

が

あ

る

。

さ

ら

に

、

確

定

し

た

税

額

が

納

付

で

き

な

け

れ

ば

、

滞

納

処

分

が

行

わ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

そ

れ

ら

の

手

続

の

基

本

は

、

全

て

国

税

通

則

法

に

定

め

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

　

ま

た

、

税

理

士

法

２

条

は

、

税

理

士

の

重

要

な

業

務

と

し

て

、

租

税

に

関

す

る

申

告

・

請

求

・

不

服

申

立

て

等

の

税

務

代

理

を

定

め

て

い

る

が

、

そ

の

税

務

代

理

を

全

う

す

る

た

め

に

は

、

前

述

の

国

税

通

則

法

が

定

め

る

手

続

に

よ

る

こ

と

と

な

る

の

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

国

税

通

則

法

は

、

名

前

ど

お

り

、

国

税

に

関

す

る

法

律

の

「

通

則

（

基

本

）

」

法

な

の

で

あ

る

。

　

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

税

理

士

試

験

の

科

目

の

中

に

は

お

よ

そ

税

理

士

の

実

務

に

関

係

が

な

さ

そ

う

な

科

目

が

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

最

も

重

要

と

思

わ

れ

る

「

国

税

通

則

法

」

が

な

い

の

で

あ

る

。

　

こ

の

点

に

つ

い

て

は

、

筆

者

自

身

、

日

本

税

理

士

会

連

合

会

の

外

部

理

事

の

と

き

に

は

、

理

事

会

で

そ

の

必

要

性

を

説

き

、

国

税

庁

や

税

理

士

試

験

委

員

長

に

直

訴

し

た

こ

と

が

あ

る

が

、

今

も

っ

て

解

決

さ

れ

て

い

な

い

。

　

次

に

、

税

理

士

試

験

の

方

法

で

あ

る

。

司

法

試

験

で

あ

れ

、

公

認

会

計

士

試

験

で

あ

れ

、

法

律

の

試

験

に

つ

い

て

は

、

試

験

場

の

机

に

は

、

基

本

的

な

法

規

集

が

備

え

ら

れ

て

い

る

。

こ

れ

は

、

法

律

の

仕

事

は

、

常

に

、

法

規

集

を

脇

に

お

い

て

、

条

文

を

確

認

し

て

、

事

案

を

処

理

す

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る

か

ら

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

　

と

こ

ろ

が

、

税

理

士

試

験

に

つ

い

て

は

、

そ

の

法

規

集

が

備

え

ら

れ

て

い

な

い

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

試

験

内

容

が

「

暗

記

と

計

算

」

で

あ

る

か

ら

、

法

規

集

が

暗

記

力

を

試

す

こ

と

の

邪

魔

に

な

る

か

ら

で

あ

る

。

逆

に

言

え

ば

、

机

上

に

法

規

集

が

あ

れ

ば

、

条

文

を

確

認

し

て

考

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

試

験

問

題

を

出

題

せ

ざ

る

を

得

な

く

な

る

は

ず

で

あ

る

。

そ

し

て

、

そ

の

よ

う

な

試

験

問

題

に

対

処

す

る

よ

う

に

受

験

勉

強

を

行

え

ば

、

お

の

ず

か

ら

リ

ー

ガ

ル

・

マ

イ

ン

ド

の

基

礎

が

身

に

つ

く

は

ず

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

試

験

方

法

の

改

善

に

つ

い

て

も

、

幾

度

も

提

言

し

て

き

た

が

、

今

も

っ

て

日

の

目

を

見

る

こ

と

は

な

い

。

　

と

も

あ

れ

、

税

法

は

今

後

一

層

複

雑

化

し

て

く

る

で

あ

ろ

う

。

そ

の

解

釈

・

適

用

を

め

ぐ

っ

て

納

税

者

と

税

務

官

庁

の

対

立

は

一

層

厳

し

く

な

る

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

の

場

合

、

税

理

士

は

、

納

税

者

の

代

理

人

と

し

て

一

層

法

的

判

断

が

求

め

ら

れ

る

は

ず

で

あ

る

。

そ

の

場

合

、

税

法

に

つ

い

て

最

も

勉

強

で

き

る

は

ず

の

税

理

士

試

験

受

験

期

に

「

暗

記

と

計

算

」

に

明

け

暮

れ

る

の

で

は

、

余

り

に

も

も

っ

た

い

な

い

こ

と

で

あ

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

譲

渡

所

得

に

は

、

ゴ

ル

フ

会

員

権

な

ど

の

総

合

課

税

と

、

土

地

・

建

物

や

株

式

の

分

離

課

税

が

あ

る

。

い

ず

れ

も

収

入

金

額

か

ら

「

取

得

費

」

と

「

譲

渡

費

用

」

を

差

し

引

い

て

計

算

す

る

が

、

実

務

で

は

具

体

的

な

支

出

が

ど

ち

ら

に

該

当

す

る

か

判

断

し

づ

ら

く

、

関

連

資

料

も

散

在

し

て

い

た

り

で

、

短

期

間

で

調

べ

上

げ

る

こ

と

は

困

難

が

伴

う

こ

と

も

。

　

本

書

は

、

取

得

費

・

譲

渡

費

用

に

関

す

る

誤

り

や

す

い

項

目

・

難

解

な

項

目

を

五

十

音

順

に

整

理

し

、

法

令

・

通

達

・

裁

判

例

に

基

づ

き

詳

細

に

解

説

。

実

務

で

辞

書

的

に

使

え

る

一

冊

。

前

版

以

降

の

税

制

改

正

を

反

映

し

、

新

項

目

も

追

加

し

て

改

訂

し

た

。

　

各

取

扱

い

が

定

め

ら

れ

た

背

景

や

、

判

断

に

際

し

て

注

意

す

べ

き

ポ

イ

ン

ト

を

詳

細

に

解

説

し

、

実

務

で

理

解

し

や

す

い

構

成

。

「

取

得

費

」

と

「

譲

渡

費

用

」

に

つ

い

て

、

そ

の

意

義

・

範

囲

を

正

し

く

理

解

で

き

る

実

務

必

携

の

一

冊

。

　

法

令

、

通

達

に

加

え

、

国

税

庁

が

公

開

す

る

法

令

解

釈

情

報

、

質

疑

応

答

事

例

、

事

前

照

会

の

文

書

回

答

、

国

税

不

服

審

判

所

の

裁

決

な

ど

も

精

査

・

収

集

し

、

確

定

申

告

時

に

必

要

な

情

報

を

検

索

し

や

す

く

整

理

。

　

Ａ

５

判

、

５

７

６

ペ

ー

ジ

。

定

価

３

３

０

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

建

物

の

取

壊

し

費

用

な

ど

に

つ

い

て

不

動

産

所

得

の

金

額

の

計

算

上

必

要

経

費

に

算

入

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

し

た

事

例

。

　

不

動

産

賃

貸

業

を

営

む

審

査

請

求

人

が

、

自

己

の

所

有

す

る

土

地

の

借

地

権

及

び

当

該

土

地

上

の

建

物

を

裁

判

上

の

和

解

に

よ

っ

て

取

得

し

、

当

該

建

物

の

賃

借

人

ら

に

移

転

補

償

料

を

支

払

っ

て

明

渡

し

を

受

け

、

当

該

建

物

の

取

壊

し

を

行

っ

た

上

、

不

動

産

所

得

の

金

額

の

計

算

に

お

い

て

、

当

該

建

物

の

未

償

却

残

高

及

び

取

壊

し

費

用

、

当

該

建

物

の

賃

借

人

ら

の

移

転

補

償

料

並

び

に

当

該

裁

判

に

係

る

弁

護

士

報

酬

を

必

要

経

費

に

算

入

し

て

所

得

税

等

の

申

告

を

し

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

が

、

不

動

産

所

得

の

金

額

の

計

算

上

必

要

経

費

に

算

入

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

な

ど

と

し

て

所

得

税

等

の

更

正

処

分

等

を

行

っ

た

の

に

対

し

、

請

求

人

が

原

処

分

の

一

部

の

取

消

し

を

求

め

た

。

国

税

不

服

審

判

所

は

、

建

物

の

取

壊

し

費

用

な

ど

に

つ

い

て

借

地

権

の

取

得

費

に

算

入

さ

れ

る

も

の

で

あ

り

、

不

動

産

所

得

の

金

額

の

計

算

上

必

要

経

費

に

算

入

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

し

て

、

請

求

を

棄

却

し

た

（

令

和

７

年

５

月

�

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

関

係

法

令

　

所

得

税

法

第

�

条

《

譲

渡

所

得

の

金

額

の

計

算

上

控

除

す

る

取

得

費

》

第

１

項

は

、

譲

渡

所

得

の

金

額

の

計

算

上

控

除

す

る

資

産

の

取

得

費

は

、

別

段

の

定

め

が

あ

る

も

の

を

除

き

、

そ

の

資

産

の

取

得

に

要

し

た

金

額

並

び

に

設

備

費

及

び

改

良

費

の

合

計

額

と

す

る

旨

規

定

し

て

い

る

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

、

不

動

産

賃

貸

業

を

営

む

者

で

あ

る

。

　

請

求

人

は

、

ａ

県

ｂ

市

ｄ

町

○

―

○

の

土

地

及

び

本

件

土

地

に

隣

接

す

る

同

○

―

○

の

土

地

（

本

件

各

土

地

）

を

所

有

し

て

い

る

。

　

請

求

人

の

父

で

あ

る

Ｄ

は

、

昭

和

�

年

�

月

○

日

、

Ｅ

と

の

間

で

、

所

有

す

る

本

件

土

地

を

貸

し

付

け

る

旨

の

賃

貸

借

契

約

を

締

結

。

�

年

９

月

○

日

、

本

件

土

地

上

に

共

同

住

宅

（

本

件

建

物

）

が

新

築

さ

れ

た

。

　

平

成

３

年

�

月

○

日

、

本

件

建

物

に

つ

き

、

Ｅ

の

弟

で

あ

る

Ｆ

を

所

有

者

と

し

て

所

有

権

保

存

登

記

が

さ

れ

た

。

　

請

求

人

は

、

Ｄ

が

平

成

○

年

に

死

亡

し

た

こ

と

で

相

続

に

よ

り

本

件

各

土

地

を

取

得

し

た

。

請

求

人

は

、

Ｆ

に

対

し

主

位

的

に

本

件

土

地

に

係

る

賃

借

権

の

無

断

譲

渡

に

よ

る

解

除

消

滅

を

理

由

と

し

て

、

予

備

的

に

賃

借

期

間

の

満

了

及

び

更

新

拒

絶

を

理

由

と

し

て

、

本

件

土

地

及

び

本

件

建

物

に

つ

き

建

物

収

去

土

地

明

渡

し

を

求

め

る

訴

え

（

本

件

訴

訟

）

を

提

起

し

た

。

　

請

求

人

は

、

令

和

○

年

○

月

○

日

、

本

件

訴

訟

に

お

い

て

、

Ｆ

と

の

間

で

、

Ｆ

が

本

件

土

地

に

つ

い

て

本

件

建

物

の

所

有

を

目

的

と

す

る

借

地

権

（

「

本

件

借

地

権

」

と

い

い

、

本

件

建

物

と

併

せ

て

「

本

件

建

物

等

」

と

い

う

）

を

有

し

て

い

る

こ

と

及

び

本

件

建

物

に

つ

い

て

賃

借

人

の

た

め

の

借

家

権

が

存

在

し

て

い

る

こ

と

を

確

認

し

、

本

件

建

物

等

を

売

買

代

金

○

○

○

○

円

で

買

い

受

け

る

旨

の

訴

訟

上

の

和

解

（

本

件

和

解

）

を

し

た

。

　

請

求

人

は

、

本

件

建

物

を

取

得

し

た

こ

と

に

よ

り

本

件

建

物

の

賃

借

人

（

本

件

賃

借

人

ら

）

と

の

間

の

各

賃

貸

借

契

約

に

係

る

賃

貸

人

た

る

地

位

を

承

継

し

た

。

　

請

求

人

は

令

和

○

年

、

本

件

訴

訟

の

代

理

人

弁

護

士

に

対

し

、

本

件

訴

訟

に

係

る

報

酬

と

し

て

○

○

○

○

円

を

支

払

っ

た

（

本

件

弁

護

士

報

酬

）

。

　

請

求

人

は

、

本

件

賃

借

人

ら

と

の

間

で

、

本

件

賃

借

人

ら

と

の

間

の

各

賃

貸

借

契

約

を

合

意

解

除

す

る

こ

と

及

び

移

転

補

償

そ

の

他

借

家

に

関

す

る

一

切

の

権

利

の

対

価

と

し

て

金

銭

を

支

払

う

こ

と

を

合

意

し

、

当

該

合

意

に

基

づ

き

、

各

金

額

を

支

払

っ

た

（

本

件

移

転

補

償

料

）

。

　

請

求

人

は

、

Ｇ

社

に

対

し

、

本

件

建

物

の

解

体

工

事

及

び

本

件

隣

接

土

地

上

に

設

置

さ

れ

て

い

た

駐

車

場

の

ア

ス

フ

ァ

ル

ト

の

撤

去

工

事

を

発

注

し

た

。

請

求

人

は

、

Ｇ

社

に

対

し

、

各

工

事

の

工

事

代

金

（

本

件

工

事

費

用

）

と

し

て

、

合

計

○

○

○

○

円

の

請

求

を

受

け

た

。

　

請

求

人

は

、

不

動

産

所

得

の

金

額

の

計

算

に

お

い

て

、

当

該

建

物

の

未

償

却

残

高

及

び

取

壊

し

費

用

、

当

該

建

物

の

賃

借

人

ら

の

移

転

補

償

料

並

び

に

当

該

裁

判

に

係

る

弁

護

士

報

酬

を

必

要

経

費

に

算

入

し

て

所

得

税

等

の

申

告

を

し

、

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

申

告

し

た

。

　

原

処

分

庁

は

、

各

費

用

は

、

借

地

権

の

取

得

費

に

算

入

す

べ

き

で

あ

り

、

不

動

産

所

得

の

金

額

の

計

算

上

必

要

経

費

に

算

入

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

な

ど

と

し

て

所

得

税

等

の

更

正

処

分

等

を

行

っ

た

。

　

請

求

人

は

、

こ

れ

ら

の

処

分

を

不

服

と

し

て

審

査

請

求

を

し

た

。

　

争

点

は

、

本

件

各

費

用

は

、

本

件

借

地

権

の

取

得

費

に

算

入

す

べ

き

も

の

か

、

又

は

請

求

人

の

不

動

産

所

得

の

金

額

の

計

算

上

必

要

経

費

に

算

入

す

べ

き

も

の

か

。

請

求

人

の

主

張

　

自

己

の

所

有

す

る

土

地

に

係

る

本

件

借

地

権

及

び

本

件

借

地

権

上

の

本

件

建

物

を

訴

訟

上

の

和

解

に

よ

り

取

得

し

て

お

り

、

当

該

和

解

に

伴

う

本

件

弁

護

士

費

用

、

本

件

建

物

の

賃

借

人

に

対

す

る

本

件

移

転

補

償

料

、

本

件

建

物

の

取

壊

し

費

用

及

び

本

件

建

物

の

取

壊

し

に

よ

る

未

償

却

残

高

は

、

い

ず

れ

も

不

動

産

事

業

に

係

る

も

の

で

あ

る

か

ら

、

不

動

産

所

得

の

金

額

の

計

算

上

必

要

経

費

に

算

入

さ

れ

る

。

審

判

所

の

判

断

　

請

求

人

は

、

当

初

か

ら

本

件

建

物

を

取

り

壊

し

て

本

件

借

地

権

を

利

用

す

る

目

的

で

、

本

件

建

物

及

び

本

件

借

地

権

を

訴

訟

上

の

和

解

に

よ

り

取

得

し

た

こ

と

が

明

ら

か

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

、

本

件

弁

護

士

費

用

、

本

件

移

転

補

償

料

、

本

件

取

壊

し

費

用

及

び

本

件

建

物

の

取

壊

し

に

よ

る

未

償

却

残

高

は

、

い

ず

れ

も

本

件

借

地

権

の

取

得

に

関

連

し

て

発

生

し

た

費

用

で

あ

る

か

ら

、

所

得

税

法

第

�

条

《

譲

渡

所

得

の

金

額

の

計

算

上

控

除

す

る

取

得

費

》

第

１

項

の

資

産

の

取

得

に

要

し

た

費

用

と

し

て

本

件

借

地

権

の

取

得

費

に

算

入

さ

れ

る

も

の

で

あ

り

、

不

動

産

所

得

の

金

額

の

計

算

上

必

要

経

費

に

算

入

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　

法

人

税

法

に

お

い

て

は

、

法

人

は

帳

簿

と

と

も

に

、

取

引

に

関

し

て

相

手

方

か

ら

受

け

取

っ

た

注

文

書

、

契

約

書

等

の

書

類

お

よ

び

自

己

の

作

成

し

た

こ

れ

ら

の

書

類

等

を

保

存

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

さ

れ

て

い

る

。

税

務

調

査

で

は

、

相

手

方

の

協

力

の

下

、

相

手

方

が

保

存

し

て

い

る

書

類

の

提

示

・

提

出

を

受

け

て

い

る

が

、

企

業

グ

ル

ー

プ

内

の

法

人

間

で

行

わ

れ

る

取

引

に

つ

い

て

は

、

恣

意

的

な

支

払

額

の

調

整

が

行

わ

れ

や

す

く

、

ま

た

、

そ

の

取

引

内

容

や

支

払

額

の

根

拠

の

詳

細

を

確

認

で

き

る

資

料

の

全

部

ま

た

は

一

部

の

受

領

・

作

成

が

行

わ

れ

て

い

な

い

場

合

に

は

保

存

書

類

に

よ

り

そ

の

法

人

の

経

費

の

支

払

額

が

適

正

な

も

の

で

あ

る

か

十

分

に

確

認

す

る

こ

と

が

で

き

ず

、

正

確

な

実

態

確

認

が

で

き

な

い

事

例

が

把

握

さ

れ

て

い

る

。

　

そ

こ

で

、

企

業

グ

ル

ー

プ

内

の

法

人

と

の

間

で

一

定

の

取

引

を

行

っ

た

場

合

に

は

、

支

払

を

行

う

法

人

の

法

人

税

の

課

税

所

得

の

計

算

上

保

存

が

義

務

付

け

ら

れ

て

い

る

書

類

等

に

そ

の

取

引

に

関

す

る

資

産

ま

た

は

役

務

の

提

供

の

明

細

、

そ

の

取

引

に

お

け

る

支

払

金

額

の

計

算

の

明

細

お

よ

び

そ

の

取

引

に

係

る

支

払

金

額

を

算

定

す

る

た

め

に

必

要

な

事

項

の

記

載

等

が

な

い

と

き

は

、

こ

れ

ら

の

事

項

を

明

ら

か

に

す

る

書

類

等

を

取

得

・

作

成

し

、

保

存

す

る

こ

と

を

義

務

付

け

る

措

置

を

講

じ

る

。

　

一

定

の

取

引

と

は

、

無

形

資

産

の

譲

受

け

・

借

受

け

、

経

営

管

理

・

指

導

、

シ

ェ

ア

ー

ド

コ

ス

ト

取

引

等

の

役

務

の

提

供

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

取

引

を

い

い

、

シ

ェ

ア

コ

ー

ド

取

引

は

、

企

業

グ

ル

ー

プ

内

で

発

生

す

る

共

通

の

業

務

（

研

究

開

発

、

広

告

宣

伝

、

シ

ス

テ

ム

の

維

持

管

理

等

）

を

企

業

グ

ル

ー

プ

内

の

特

定

の

法

人

に

集

約

し

、

そ

の

業

務

に

よ

り

発

生

し

た

費

用

に

つ

い

て

、

企

業

グ

ル

ー

プ

内

の

他

の

法

人

に

対

し

て

利

用

料

等

の

一

定

の

基

準

に

よ

り

請

求

す

る

と

い

う

取

引

。

　

前

記

の

書

類

等

に

は

、

電

磁

的

記

録

を

含

む

。

「

明

ら

か

に

す

る

」

書

類

等

の

保

存

が

法

令

の

定

め

に

従

っ

て

行

わ

れ

て

い

な

い

こ

と

は

、

青

色

申

告

の

承

認

の

取

消

事

由

等

と

な

る

。

　

８

年

４

月

１

日

か

ら

施

行

さ

れ

る

。

　

そ

の

他

、

認

定

株

式

分

配

に

係

る

課

税

の

特

例

に

つ

い

て

は

、

８

年

４

月

１

日

以

後

に

産

業

競

争

力

強

化

法

の

事

業

再

編

計

画

の

認

定

を

受

け

た

法

人

が

同

法

の

特

定

剰

余

金

配

当

と

し

て

行

う

現

物

分

配

で

完

全

子

法

人

の

株

式

が

移

転

す

る

も

の

は

、

株

式

分

配

に

該

当

す

る

こ

と

と

し

、

そ

の

現

物

分

配

の

う

ち

、

一

定

の

要

件

に

該

当

す

る

も

の

は

、

適

格

株

式

分

配

に

該

当

す

る

こ

と

と

す

る

措

置

に

見

直

す

。

　我が国の所得税の源泉徴収制度は、

年次の適用範囲が拡大（例：非居住者

に対する不動産賃借料支払時に所得税

を源泉徴収）しているところ、源泉徴

収義務者の理解のもと円滑に履行され

ているといえます。　

　現行の源泉徴収制度には、次のよう

な長所があるとされています。　

①支払金額を基準とするので、所得

金額の把握が正確であること

②徴税が確実であること

③徴税コストが低廉であり、経済的

に便利であること

④源泉段階で徴税されるので納税に

対する苦痛が比較的少ないこと

　この中には、源泉徴収義務者の事務

負担増の点が加味されていません。

　現に、令和７年度の税制改正で、給

与所得者が源泉徴収義務者に提出すべ

き書類が多岐・多種・多様化し、①各

種必要用紙の給与所得への配布と回

収、②記載事項の内容確認、③改正税

法内容の照合が事務負担となっている

と言われてます。

　令和７年分だけを見ても、従来、月

々の源泉徴収で調整されているところ

を年末調整で行う（例：特定親族扶養

控除）といった、いわば重層的年末調

整事務となっていること等、従来にも

増した源泉徴収に関する事務が源泉徴

収義務者に課されているといっても過

言ではないといえます。　

　そして、企業の源泉徴収義務の履行

については、次のように分解できます。

【企業における源泉徴収事務の担当】

①企業内の給与事務担当者（総務課、

人事課）が行っている。　

②顧問税理士に依頼している。

③社員が多く、外部業者に委託して

いる。　

　さらに、所得税源泉徴収に関わる組

織内担当事務も次のように拡大してい

ます。　

【企業における源泉徴収事務の担当】

①給与・人事課

②国際関係部署（出向者、非居住者

関係源泉徴収）

③不動産部署（非居住者からの不動

産賃借に係る源泉徴収）　

④法務部署（使用料、特許料の支払）

　そこで本題ですが、これら源収徴収

義務者に係る多方面、多大な事務負担

の増加という現状にもかかわらず、「源

泉所得税の不納付加算税の取扱い（事

務運営指針）」規定が従前通りで、見

直しがないのが不思議です。

　この中で、源泉所得税及び復興特別

所得税を法定納付期限までに納付しな

かったことについて正当な理由がある

と認められる場合について、４例が挙

げられています。

　源泉徴収義務者に関係するのが次の

例です。

「給与所得者の扶養控除等申告書、

給与所得者の配偶者控除等申告書又は

給与所得者の保険料控除申告書等に基

づいてした控除が過大であった等の場

合において、これら申告書に基づき控

除したことにつき源泉徴収義務者の責

めに帰すべき事由があると認められな

・・・・・・・・

いとき。」

・・・

　この指針は、各種申告書に基因する

事項に限られています。企業内担当部

署の拡大等も考慮して、責めに帰すべ

き事由がない範囲を「住宅借入金等特

別控除の借り替え等による適用誤り」

や「非居住者に対する賃借料支払いに

伴う所得税源泉徴収漏れ」等々にも拡

大する見直しがあっても良いのではと

思うのですが、不思議です。　

（７） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　広島南税務団体連絡協議会（会長＝泉博

之広島南間税会会長）はこのほど、広島市

南区の広島南税務署で「キャッシュレス納

付及びデジタル化推進共同宣言式」を開催

した＝写真。

　キャッシュレス納付の一層の利用促進と

事業者のデジタル化を推進しようと開かれ

たもので、同協議会に加盟する６団体の代

表が参加した。宣言式では、泉会長が「社

会全体のデジタル化は、国民・企業の利便

性を向上させ、行政の効率化に資するもの

で、その推進は官民問わず私たちの共通の

課題であり、ひいては『デジタル・ガバメ

ントの実現』と『納税道義の高揚』にもつ

ながるため、私たち全員で連携し積極的に

取り組んでいきたい」と声高らか宣言した。

　

愛

媛

・

今

治

税

務

署

（

青

野

広

署

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

イ

オ

ン

モ

ー

ル

今

治

新

都

市

で

「

令

和

７

年

度

税

の

作

品

表

彰

式

」

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

表

彰

式

で

は

、

Ｆ

Ｃ

今

治

の

弓

場

堅

真

選

手

が

「

一

日

税

務

署

長

」

を

務

め

た

。

弓

場

選

手

は

、

青

野

署

長

か

ら

委

嘱

状

の

交

付

を

受

け

た

後

、

同

署

管

内

の

小

・

中

・

高

校

生

が

作

成

し

た

税

に

関

す

る

標

語

・

ポ

ス

タ

ー

・

ま

ん

が

・

作

文

の

優

秀

作

品

に

つ

い

て

、

賞

状

と

副

賞

を

授

与

し

た

。

　

式

典

で

は

、

税

に

関

す

る

高

校

生

の

作

文

で

国

税

庁

長

官

賞

を

受

賞

し

た

伊

藤

琴

乃

さ

ん

が

、

「

税

と

学

校

」

を

朗

読

し

、

報

道

機

関

の

イ

ン

タ

ビ

ュ

ー

で

は

「

税

で

成

り

立

っ

て

い

る

も

の

に

感

謝

し

た

い

」

と

話

し

た

。

ま

た

、

表

彰

式

終

了

後

に

弓

場

選

手

は

来

場

者

等

へ

チ

ラ

シ

を

配

布

し

、

自

宅

か

ら

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

る

確

定

申

告

を

呼

び

掛

け

た

。

　

富

山

青

色

申

告

会

（

田

畑

彰

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

富

山

商

工

会

議

所

ビ

ル

内

に

お

い

て

、

１

日

目

は

会

員

向

け

に

、

２

日

目

は

富

山

県

下

青

色

申

告

会

の

事

務

局

員

向

け

に

「

令

和

７

年

度

税

制

改

正

説

明

会

」

を

開

催

し

、

約

�

人

が

参

加

し

た

＝

写

真

。

　

講

師

は

清

水

俊

彰

富

山

税

務

署

個

人

課

税

第

一

部

門

記

帳

指

導

推

進

官

が

務

め

、

「

令

和

７

年

分

税

制

改

正

に

対

応

し

た

所

得

税

・

消

費

税

の

説

明

会

」

と

題

し

て

１

時

間

半

に

わ

た

り

説

明

会

を

実

施

し

た

。

　

清

水

記

推

官

は

所

得

税

の

主

な

税

制

改

正

の

説

明

か

ら

消

費

税

の

２

割

特

例

に

お

け

る

留

意

点

、

医

療

費

控

除

や

ふ

る

さ

と

納

税

な

ど

、

納

税

者

か

ら

多

い

質

問

な

ど

を

中

心

に

、

ま

た

、

事

務

局

員

向

け

に

確

定

申

告

に

お

い

て

誤

り

の

多

い

事

例

を

中

心

に

詳

し

く

説

明

、

参

加

者

は

熱

心

に

メ

モ

を

取

り

な

が

ら

受

講

し

て

い

た

。

　

香

川

・

観

音

寺

税

務

関

係

団

体

連

絡

協

議

会

（

三

浦

聖

人

会

長

＝

観

音

寺

法

人

会

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

マ

ル

ナ

カ

観

音

寺

駅

南

店

前

に

お

い

て

、

「

税

を

考

え

る

週

間

」

の

広

報

活

動

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

同

協

議

会

は

、

四

国

税

理

士

会

観

音

寺

支

部

、

観

音

寺

税

務

署

管

内

青

色

申

告

会

連

合

会

、

公

益

社

団

法

人

観

音

寺

法

人

会

お

よ

び

観

音

寺

間

税

会

で

構

成

す

る

団

体

で

あ

り

、

団

体

相

互

の

緊

密

な

連

絡

協

調

を

図

る

こ

と

に

よ

り

、

各

団

体

の

活

性

化

と

税

務

行

政

の

適

正

か

つ

円

滑

な

推

進

に

寄

与

す

る

と

と

も

に

、

税

知

識

の

普

及

と

納

税

道

義

の

高

揚

に

貢

献

す

る

こ

と

を

目

的

に

平

成

�

年

に

設

立

さ

れ

た

。

　

各

団

体

の

正

副

会

長

、

事

務

局

、

税

務

署

幹

部

が

一

堂

に

集

ま

り

各

団

体

の

垣

根

を

越

え

た

意

見

交

換

後

、

税

を

考

え

る

週

間

行

事

チ

ラ

シ

の

配

布

を

行

い

、

来

店

し

た

人

に

「

税

を

考

え

る

週

間

」

や

、

児

童

・

生

徒

の

税

に

関

す

る

作

文

や

絵

は

が

き

の

作

品

展

の

開

催

を

Ｐ

Ｒ

し

た

。

　

福

岡

・

甘

木

朝

倉

間

税

会

（

矢

野

清

博

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

朝

倉

市

の

朝

倉

商

工

会

議

所

で

「

国

税

・

地

方

税

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

推

進

宣

言

式

」

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

当

日

は

、

来

賓

と

し

て

福

岡

国

税

局

の

山

口

直

茂

消

費

税

課

長

が

招

か

れ

た

ほ

か

、

同

会

の

役

員

を

は

じ

め

、

管

内

の

行

政

機

関

や

金

融

機

関

の

関

係

者

ら

が

参

加

し

た

。

　

宣

言

式

で

は

、

矢

野

会

長

が

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

一

層

の

普

及

に

向

け

、

連

携

・

協

力

し

て

力

強

く

推

進

し

て

い

く

」

と

宣

言

し

、

甘

木

税

務

署

の

中

村

達

也

署

長

に

宣

言

書

を

手

渡

し

た

。

　

中

村

署

長

は

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

は

納

税

者

や

金

融

機

関

の

皆

様

の

業

務

効

率

化

に

つ

な

が

る

社

会

発

展

の

重

要

な

施

策

。

皆

様

と

の

連

携

を

さ

ら

に

強

化

し

て

い

き

た

い

」

と

話

し

た

。

　

一

般

社

団

法

人

青

色

�

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

研

究

会

（

梅

原

祐

治

会

長

）

は

�

月

１

日

、

Ｋ

Ｋ

Ｒ

ホ

テ

ル

名

古

屋

で

第

�

回

定

時

総

会

と

第

�

回

研

究

集

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

来

賓

と

し

て

名

古

屋

国

税

局

個

人

課

税

課

の

大

野

正

寿

課

長

、

一

般

社

団

法

人

全

国

青

色

申

告

会

総

連

合

の

伊

藤

升

吾

会

長

ら

が

出

席

し

定

時

総

会

を

開

い

た

後

、

研

究

集

会

を

行

っ

た

。

　

研

究

集

会

で

は

、

公

益

社

団

法

人

杉

並

青

色

申

告

会

の

古

達

鎮

夫

監

事

、

一

般

社

団

法

人

え

ど

が

わ

青

色

申

告

会

の

益

子

縁

事

務

局

長

、

公

益

社

団

法

人

杉

並

青

色

申

告

会

の

井

関

昭

則

事

務

局

長

に

よ

る

「

令

和

８

年

度

税

制

改

正

に

関

す

る

提

言

に

つ

い

て

」

、

一

般

社

団

法

人

沖

縄

中

部

青

色

申

告

会

の

友

寄

典

重

専

務

理

事

に

よ

る

「

デ

ジ

タ

ル

活

用

事

例

１

生

成

Ａ

Ｉ

を

利

用

し

た

情

報

発

信

に

つ

い

て

」

、

公

益

社

団

法

人

武

蔵

府

中

青

色

申

告

会

の

石

田

貴

輝

事

務

局

長

に

よ

る

「

デ

ジ

タ

ル

活

用

事

例

２

予

約

制

に

よ

る

オ

ン

ラ

イ

ン

指

導

に

つ

い

て

」

の

研

修

を

行

っ

た

。

　

引

き

続

き

特

別

公

演

を

行

い

、

公

益

財

団

法

人

東

京

財

団

シ

ニ

ア

政

策

オ

フ

ィ

サ

ー

の

森

信

茂

樹

氏

が

、

「

給

付

付

き

税

額

控

除

の

意

義

と

課

題

」

を

テ

ー

マ

に

講

演

を

行

っ

た

。

　

そ

の

後

、

情

報

交

換

会

を

開

催

し

、

会

員

相

互

の

親

睦

を

深

め

た

。

　

川

崎

北

税

務

署

（

水

沼

仁

志

署

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

俳

優

の

鈴

木

砂

羽

さ

ん

に

広

報

大

使

を

委

嘱

し

た

＝

写

真

。

　

鈴

木

さ

ん

は

、

ド

ラ

マ

『

ト

ッ

カ

ン

―

特

別

国

税

徴

収

官

―

』

で

税

金

の

徴

収

を

行

う

徴

収

部

門

上

席

徴

収

官

を

熱

演

し

た

こ

と

も

あ

り

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

を

利

用

し

た

国

税

電

子

手

続

き

の

進

展

を

図

る

目

的

で

、

令

和

６

年

分

確

定

申

告

書

提

出

件

数

が

全

国

第

１

位

の

同

署

で

広

報

活

動

に

協

力

す

る

こ

と

と

な

っ

た

。　

広

報

大

使

に

就

任

し

た

鈴

木

さ

ん

は

、

ス

マ

ホ

を

利

用

し

た

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

体

験

を

行

い

、

『

ス

マ

ホ

に

よ

る

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

』

の

利

便

性

を

Ｐ

Ｒ

。

　

職

員

の

サ

ポ

ー

ト

を

受

け

な

が

ら

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

「

源

泉

所

得

税

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

体

験

コ

ー

ナ

ー

」

で

、

事

業

主

と

し

て

従

業

員

に

対

す

る

給

与

を

支

払

っ

た

際

の

源

泉

所

得

税

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

を

体

験

し

た

。

操

作

を

�

分

か

か

ら

ず

に

終

え

る

と

、

「

必

要

事

項

を

打

ち

込

む

だ

け

で

、

こ

こ

ま

で

あ

っ

と

い

う

間

に

、

も

う

納

税

完

了

で

す

か

」

「

こ

ん

な

ス

マ

ー

ト

に

す

っ

と

で

き

た

こ

と

に

、

た

だ

た

だ

感

心

し

て

お

り

ま

す

」

と

感

想

を

話

し

て

い

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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